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《救援について》
■　町長は、知事から実施すべき
措置の内容と期間の通知があっ
たときは、収容施設の供与、食
品・飲料水や生活必需品の給与・
貸与、医療の提供・助産などの
救援に関する措置を関係機関の
協力を得て行います。
■　町は、収集した安否情報につ
いて、情報の正確性を確保する
ように努めます。住民からの安
否情報の照会については、個人
情報の保護に十分留意して回答
します。

《武力攻撃に伴う被害の最小化》
■　町長は、武力攻撃災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、必要があると認
めるときは、住民に対し退避の指示や、警戒区域を設定します。

第４編　復旧など
■　町は、武力攻撃災害が発生した場合には、町が管理する施設と設備の被害状況を緊急点検し、被害の拡大防
止と被災者の生活確保を最優先に、応急復旧を行います。
■　町は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施します。
第５編　緊急対処事態への対処
■　町は、大規模テロなどの緊急対処事態への対処も、原則として武力攻撃事態などへの対処に準じて行います。

※阿久比町国民保護計画は、役場防災交通課の窓口と阿久比町ホームページから閲覧できます。
【http://www.town.agui.lg.jp】

＊＊＊　参　考　＊＊＊
愛知県の国民保護　　【http://www.pref.aichi.jp/bousai/kokuminhogo/top/kokuminhogo-top.htm】
国民保護ポータルサイト（内閣官房）【http://www.kokuminhogo.go.jp】

武力攻撃に伴う被害の最小化 

国・都道府県・市町村が協力して対処 

生活関連等施設
（原子力発電所、ダム、
鉄道施設など）の
安全の確保、警備
の強化、立入制限
などを行います。 

危険物、毒物、劇物、
高圧ガスなどの取
扱所での製造など
の禁止・制限などを
行います。 

警戒区域の設定
を行います。区域
内への立入制限お
よび禁止、退去命令
を行います。 

消火、救急および
救助の活動を行い
ます。 

救援のしくみ


